


 

（協定の有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は，協定を締結した日から令和９年３月３１日までとする。ただ
し，有効期間の１か月前までに甲乙いずれか一方が相手方に対し別段の意思表示をしな
い場合は，更に１年間延長されるものとし，以降についても同様とする。 

 

（責任者の指名）  

第５条 乙は本協働事業の円滑な進行を図るため，本協定の締結後速やかに自らの役員及
び従業員の中から本協働事業にかかる責任者を選任し，甲にその氏名，連絡先その他の必
要な事項を書面またはメールにより通知しなければならない。  

２ 乙は，前項で通知した事項に変更が生じたときは，速やかに，甲に対し変更した事項を
書面またはメールにより通知しなければならない。  

 

（経費）  

第６条 協働事業において発生する経費については，甲及び乙が，第３条第３項に示すそれ
ぞれの役割を果たすのに必要な経費を負担するものとする。 

 

（個人情報の取扱い）  

第７条 甲及び乙は，個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月法律第 57
号）第２条に規定する個人情報をいう。）の保護の重要性を認識し，本協働事業を実施す
るに当たって，個人情報を取り扱う際には，個人その他のものの権利利益を侵害すること
のないように努めなければならない。  

２ 甲及び乙は，本協働事業を処理するに当たって知り得た個人情報を正当な理由なく他人
に知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。  

３ 甲及び乙は，その使用する者が，在職中及び退職後において，本協働事業を処理するに
当たって知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ，又は不当な目的に使用するこ
とのないように必要な措置を講じなければならない。  

４ 甲及び乙は，本協働事業を処理するに当たって知り得た個人情報その他の情報を，相手
方の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し，又は第三者に提供し，若しくは利用
させてはならない。  

５ 前３項の規定は，開発期間終了等の後においても，同様とする。  

６ 甲及び乙は，本協働事業に係る個人情報の漏えい，滅失又は改ざんの防止その他の個人
情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

７ 甲及び乙は，相手方から貸与された文書等を相手方の書面による承諾を得ることなく
複写し，又は複製をしてはならない。  

８ 甲及び乙は，前各項に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知ったとき
は，直ちに甲相手方に報告し，甲の指示に従わなければならない。事業期間終了等の後に



 

おいても，同様とする。  

９ 甲及び乙は，相手方が本協働事業を処理するに当たって取り扱っている個人情報の取扱
状況について，必要があると認めるときは，相手方に対し報告を求め，又はその検査をす
ることができる。  

10 甲及び乙は，相手方から前項の指示があったときは，速やかにこれに従わなければなら
ない。  

 

（守秘義務）  

第８条 甲及び乙は，本協働事業の実施に当たり，相手方より開示若しくは提供を受け又は
知り得た技術上及び営業上の情報であって，提供又は開示の際に相手方より秘密である旨
の表示がなされた情報（以下「秘密情報」という。）について，甲及び乙の役員及び知る
必要のある最低限の従業員･教員･職員（以下「開発担当者等」という。）以外に開示・漏
洩してはならない。また，甲及び乙は，秘密情報を，保持する義務を，事業担当者等に対
し，当該事業担当者等がその所属を離れた後も負わせるものとする。ただし，次のいずれ
かに該当する情報については，この限りではない。  

 (1) 開示を受け又は知得した際，既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報  

 (2) 開示を受け又は知得した際，既に公知となっている情報  

 (3) 開示を受け又は知得した後，自己の責めによらずに公知となった情報  

 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報  

 (5) 相手から開示された情報によることなく独自に取得していたことを証明できる情報 

 (6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの  

２ 甲及び乙は，前項で定める秘密情報（第１項ただし書に掲げるものを除く。）を本協働
事業及び本協定の目的以外に使用してはならない。 

３ 前２項に定める義務は連携協定期間満了後３年間存続するものとする。 

 

 （協定の変更及び解除） 

第９条 甲及び乙は，次の各号のいずれかに該当し，書面による催告後 30 日以内に是正さ
れない場合は，本協定を解約することができるものとする。  

(1) 相手方が本協定の履行に関し，不正又は不当の行為をしたとき  

(2) 相手方が本協定に違反したとき  

２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当した場合は，何らかの催告を要さずに本協定を解
約することができる。  

(1) 破産手続，民事再生手続，会社更生手続，特定調停手続，特別清算を申立又は申立
を受けたとき  

(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき  

(3) 仮差押命令を受け，又は公租公課の滞納処分を受けたとき  




